
産業構造審議会商務流通情報分科会伝統的工芸品指定小委員会（第１回） 

議事要旨 

 

日時：令和６年８月２０日（火） １３：００～１６：００ 

場所：経済産業省本館 17階第１特別会議室（オンライン併用） 

出席者 

＜委員長＞ 

山崎 剛   金沢美術工芸大学 教授 

＜委 員＞ 

倉貫 浩一   株式会社読売新聞東京本社 編集委員 

近藤 都代子  元 文化庁文化財部伝統文化課主任文化財調査官 

佐藤 卓  一般財団法人 伝統的工芸品産業振興協会 専務理事 

富川 匡子  株式会社エミュ  代表取締役社長 

御手洗 瑞子  株式会社気仙沼ニッティング 代表取締役（オンライン） 

 

＜有識者＞ 

 吉田 淳一  大阪産業大学デザイン工学部建築・環境デザイン学科 教授  

 池田 哲夫  佐渡博物館長  

 

議題 

１．伝統的工芸品（佐渡無名異焼）の新規指定について 

２．伝統的工芸品（いずみガラス）の新規指定について 

 

 



議事概要 

1. 伝統的工芸品（佐渡無名異焼）の新規指定について 

➢ 佐渡無名異焼の技術・技法の特徴や、確立した年代の証明等について説明。 

➢ 佐渡無名異焼の原材料の状況、従事者数・販路開拓の状況等について質疑応答。 

２．伝統的工芸品（いずみガラス）の新規指定について 

➢ いずみガラスの技術・技法の特徴や、確立した年代の証明等について説明。 

➢ いずみガラスの原材料の状況、従事者数・販路開拓の状況等について質疑応答。 

３. 委員長が「佐渡無名異焼」及び「いずみガラス」を伝統的工芸品に指定する旨、商務流通情報

分科会に意見具申することを各委員に諮ったところ、了承された。 

 

問い合わせ先 

経済産業省商務・サービスグループ文化創造産業課伝統的工芸品産業室 

電話：03-3501-1511（内線：3651） 

  

 


